
徳島県 令和６年度 食品産業に係る

国際商標・意匠相談窓口

こんなお悩みにお答えします！！

自社と
競合する権利が
あるか知りたい

どんな
トラブルが

よく起こるの？

窓口連絡先
受付時間：10時～17時
（土・日・祝・年末年始を除く）

相談可能な方

第2部

TEL 0120-792-663

相談無料

海外進出における商標権・意匠権でのビジネスの保護や、

他人の権利の侵害リスクについて、無料で弁理士に相談でき

ます。

徳島県内に在住または県内に主たる事業所を置く事業者（中小企業、生
産者（農業者・林業者・漁業者等）、生産者団体）であって、以下のいず
れかに該当する方

・徳島県産の農林水産物の販売実績がある事業者
・徳島県産の原材料を使用した加工食品、または、徳島県と歴史的・
文化的に深い関わりがある加工食品の販売実績がある事業者

受託事業者：弁理士法人エルア商標意匠事務所

他人に
先に権利を

とられてしまったら
どうすればいい？

先着順

※ご相談受付は、令和７年３月下旬まで、本事業の予算の範囲内において先着順に行います。

申込みをされる前に受付終了となっている場合がありますので、ご了承ください。

ご相談方法と流れ

１．申込み 右下の「窓口専用フォーム」にアクセスし、ご相談内容・
電話連絡希望時間帯等を記入してください。

※急ぎのご相談や、簡単なご質問の場合、窓口へ直接お電話いただく
ことも可能です。

２．電話相談 お問い合わせを受け付けてから原則３営業日以内に、弁理士
よりお電話にてご連絡を差し上げます。

※競合する権利の有無の検索をご希望の場合、お電話で検索内容の詳細
を確認させていただきます。

３．検索結果報告
（検索をご希望の場合）

検索結果を、原則メールにてご連絡します。また、お電話に
て検索結果のご説明をします。

窓口専用フォーム

HP https://tokushima-madoguchi.jimdosite.com
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